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赤十字雪上安全法救助員養成講習（西日本会場）開催要項 

 

 

１．受講条件 

  以下を全て満たすこと。 

（１）救急法救急員または救急法指導員の有資格者であること。 

（２）満 18歳以上であること（講習受講日時点）。 

（３）（公財）全日本スキー連盟のスキーバッジテスト（級別テスト）2級に相当する技術

を有すること。 

     具体的には、 ① スムーズなパラレルターンができること。 

                  ② あらゆる整地されたゲレンデで、確実なスキーコントロール 

（スピードや滑り方）ができること。 

 

２．指導者 

   赤十字雪上安全法指導員 

 

３．日程 ※ 詳細は別紙日程表をご参照ください。 

  ＜雪上安全法救助員Ⅰ養成講習＞（以下、「救助員Ⅰ養成」） 

平成 29年 2月 9日（木） 13：00～21：00（予定） 

  ＜雪上安全法救助員Ⅱ養成講習＞（以下、「救助員Ⅱ養成」） 

平成 29年 2月 10日（金）～12日（日） 3日間 

10日、11日は 9：00～16：00、12日は 9：00～15：30（予定） 

 ※ 集合場所（受付）については下記 11をご覧ください。 

 

４．内容 

  ＜救助員Ⅰ養成（屋内）＞ 

雪上での事故防止、スキーの基本知識、事故者の救助技術 

  ＜救助員Ⅱ養成（ゲレンデ）＞ 

アキヤ等によるゲレンデでの事故者の救助技術および応急手当 

 

５．会場 

  ＜救助員Ⅰ養成＞ ホテル大山しろがね 

住所：〒689-3318 鳥取県西伯郡大山町大山 136-2  

TEL：0859-52-2211 

＜救助員Ⅱ養成＞ だいせんホワイトリゾート ゲレンデ 

住所：〒689-3318 鳥取県西伯郡大山町大山 96 TEL：0859-52-2315 
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６．宿泊先 

  ホテル大山しろがね 

  チェックイン時間 15：00～ 、チェックアウト時間 ～10：00 

 

７．宿泊期間 

   チェックアウトは講習最終日の 2月 12日（日）とし、チェックインは救助員Ⅰ養成の前

日である 2月 8日（水）～救助員Ⅱ養成の初日である 2月 10日（金）の 3日間からお選び

いただくことができます。ご希望のチェックイン日を選択し、申し込み用紙によりお申し

込みください。なお、宿泊先の予約は申し込み用紙に記載いただく情報に基づき、弊社で

一括して行います。 

  ※ 宿泊は夕・朝食代、リフト券代金（2月 10～12日の 3日分）を含みます。 

  ※ 2 月 10～12 日を除く期間にリフト券が必要な場合はご自身で手配をお願いします。ま

た、会場までの交通手段としてバスツアー等を利用する方で、ツアーにリフト券が付随

している場合は、何日分が付随しているのか申し込み用紙の通信欄に記載いただくか、

弊社まで事前にご連絡をお願いします（連絡先は本開催要項 4ページ目をご参照くださ

い。）救助員Ⅱ養成の 3 日間に満たない場合の不足分については、弊社からだいせんホ

ワイトリゾートに手配させていただきます。 

※ 宿泊は他の受講者の方と相部屋となりますのでご了承ください。 

  

８．宿泊等代金 

   宿泊等にかかる代金については決定次第、別途お知らせします。 

 

９．宿泊方法 

   各自、ホテルのフロントでご自身の氏名を伝えてチェックインしてください。また、チ

ェックアウト及び宿泊料金の精算（ホテル大山しろがね）、リフト券代金の精算（だいせん

ホワイトリゾート）についても各自でお願いします。 

  ※ 本講習は現地集合、現地解散となりますのでご留意ください。 

 

10．キャンセル 

   やむをえない事情により、講習受講及び宿泊をキャンセルする場合には、可能な限り早

期に弊社までご連絡ください（連絡先は本要項の末尾に記載しています。）キャンセル料は

３日前～前日までが 20％、当日は 50％となります。 

 

11．講習受付 

＜場所＞ ホテル大山しろがね 大広間 

＜時間＞ 2月 9日（木）  12：00～12：45 （救助員Ⅰ養成から受講される方） 

2月 4日（木）  17：00～18：00 （救助員Ⅱ養成のみ受講される方） 

※ 救助員Ⅱ養成のみ受講される方で、2月 9日（木）に宿泊されない方の受付

方法については弊社担当者から別途、連絡させて頂きます。 
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12．受講費 

   受講費は以下のとおりです。講習受付時に現金で受領しますので、当日お釣りのないよ 

うにご用意ください。 

  ＜救助員Ⅰ養成から受講される方＞ 1,000円（教材、保険料などの実費） 

＜救助員Ⅱ養成のみ受講される方＞  300円（保険料などの実費） 

 

13．持参物 

  ＜救助員Ⅰ養成から受講される方＞ 

・救急法救急員認定証または救急法指導員認定証 

・赤十字救急法教本 

・救急法教材キット（救急法救急員養成講習で使用したもの） 

・筆記用具 

・実技用の服装（トレーニングウェアが望ましい）  

・動きやすい靴 

・ロープ（9㎜～12㎜・長さ 5ｍ） 

・スキー用具一式 

・スキーウェア一式 

・フェイスタオル 2枚 

 

＜救助員Ⅱ養成のみ受講される方＞ 

・雪上安全法救助員Ⅰ認定証 

・スキー用具一式 

・スキーウェア一式 

・ロープ（9㎜～12㎜・長さ 5ｍ） 

・救急法教材キット（救急法救急員養成講習で使用したもの） 

・雪上安全法講習教本（3版） 

※ 3版をお持ちでない方には講習会場で頒布致します（1部、税込 514円）。 

   ・筆記用具 

   ・フェイスタオル 2枚 

 

14．受講証の付与 

   全日程を修了された方に受講証を付与します。 

 

15．認定証の付与 

   受講証を付与された方を対象に検定を実施し、合格された方に救助員認定証を付与しま

す。なお、検定結果の連絡、合格された場合の認定証の交付は後日、郵送により行います。 
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16．講習の中止 

   お申し込み締め切り日（１月 13 日（金））時点で、受講者が最少催行人数（５名）に満

たない場合、講習を中止させていただきます。 

   また、荒天によるゲレンデ環境の悪化、その他自然災害の発生等により講習開催が困難

であると判断される場合には、講習を中止する可能性があります。 

事前に中止を決定した場合には、お申し込み用紙に記載いただいた電話番号に連絡いた

します。 

※ 中止となった場合、会場までの交通費等については弊社では負担いたしかねます。また、

講習途中での中止の場合、受講費は返却いたしませんので予めご承知おきください。 

 

17．会場までのバス経路 

   米子駅から大山寺（会場最寄りのバス停）まで路線バス（本宮・大山線）が運行してい

ます。その他、旅行会社により各地からの直行バスツアー等も催行されていますので、各

自で交通手段の確保をお願いいたします。 

 

18．問い合わせなど 

   その他ご不明な点については、下記連絡先にお問い合わせください。 

 

日本赤十字社 
救護・福祉部 健康安全課 雪上安全法担当 

  TEL 03-3437-7085（ダイヤルイン） 
  FAX 03-3435-8509 
  E-mail first-aid@jrc.or.jp 


